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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モータにより駆動されて作動油を供給する電動ポンプの制御装置であって、
　前記電動ポンプの連続駆動時間に応じた油温上昇特性と各油温でのモータの必要電流と
に基づいて、前記連続駆動時間毎のモータの電流制限値の特性をマップにして記憶した電
流制限値記憶手段と、
　前記電動ポンプの駆動時間を順次積分して積分値を算出するポンプ駆動時間積分手段と
、
　前記ポンプ駆動時間積分手段によって算出された前記電動ポンプの駆動時間の積分値を
用いて、前記電流制限値記憶手段に記憶した連続駆動時間毎の電流制限値の特性のマップ
から電流制限値を設定し、該電流制限値でモータ電流を制限するモータ電流制限手段と、
を含んで構成したことを特徴とする電動ポンプの制御装置。
【請求項２】
　前記ポンプ駆動時間積分手段は、前記電動ポンプの駆動停止中に、前記駆動時間積分値
から該電動ポンプの連続停止時間に応じて設定された時間毎の補正値を減算することを特
徴とする請求項１に記載の電動ポンプの制御装置。
【請求項３】
　前記ポンプ駆動時間積分手段は、ポンプの駆動停止中に、外部から作動油温度情報を入
力し、ポンプ駆動再開時に最新の作動油温度情報に基づいて前記駆動時間積分値の下限制
限値を算出し、前記ポンプの駆動停止中の駆動時間積分値が、前記下限制限値より小さい
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ときには、ポンプ駆動再開時の駆動時間積分値を前記下限制限値とすることを特徴とする
請求項１または請求項２に記載の電動ポンプの制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モータによって駆動され、車両の駆動系等に作動油を供給する電動ポンプの
制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の電動ポンプにおいて、特許文献１には、モータ駆動に伴う昇温による故障を抑
制するため、駆動開始後の相電流の積算値に基づいて、モータ電流を制限する技術が開示
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－２３８２９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１では、ポンプ（モータ）の駆動と停止が繰り返された場合、
駆動中の発熱の繰り返しで駆動回路温度が上昇した後も、駆動開始毎に、相電流が０から
積算されるため、相電流積算値に応じて設定される電流の制限量が小さくなる。このため
、ポンプのフリクションが大きい故障（以下、フリクション故障という）時に、電流が必
要量より過剰に増大し、駆動回路の発熱量が増大して故障に至る可能性があった。
【０００５】
　本発明は、このような従来の課題に着目してなされたもので、モータの電流制限値を適
正に設定することにより、故障抑制機能が高められ、電力消費も抑制できる電動ポンプの
制御装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　このため本発明は、モータにより駆動されて作動油を供給する電動ポンプの制御装置で
あって、以下の各手段を含んで構成される。
　Ａ．電動ポンプの連続駆動時間に応じた油温上昇特性と各油温でのモータの必要電流と
に基づいて、前記連続駆動時間毎のモータの電流制限値の特性をマップにして記憶した電
流制限値記憶手段
　Ｂ．電動ポンプの駆動時間を順次積分して積分値を算出するポンプ駆動時間積分手段
　Ｃ．ポンプ駆動時間積分手段によって算出された前記電動ポンプの駆動時間の積分値を
用いて、前記電流制限値記憶手段に記憶した連続駆動時間毎の電流制限値の特性のマップ
から電流制限値を設定し、該電流制限値でモータ電流を制限するモータ電流制限手段
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、ポンプ駆動と停止が繰り返された場合でも、駆動時間の積分値の増大
に応じて上昇する油温に見合った適正な電流制限値を設定することができ、駆動回路の発
熱量が制限されて故障を抑制することができ、無駄な電力消費も抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施形態に係る電動ポンプを備えた車両の駆動力伝達系を示す図。
【図２】上記電動ポンプの制御ブロック図。
【図３】電動ポンプの連続駆動時間に対する作動油温度の低温状態における上昇特性を示
す図。
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【図４】電動ポンプの駆動時間積分値に対するモータの必要電流及び電流制限値の特性を
示す線図。
【図５】第１の実施形態における電動ポンプの駆動状態と駆動時間積分値とを示すタイム
チャート。
【図６】第１の実施形態において、電流制限値設定する制御のフローチャート。
【図７】第２の実施形態における電動ポンプの駆動状態と駆動時間積分値とを示すタイム
チャート。
【図８】第２の実施形態において、電流制限値設定する制御のフローチャート。
【図９】第３の実施形態における電動ポンプの駆動状態と駆動時間積分値と実油温を示す
タイムチャート。
【図１０】第３の実施形態において、電流制限値設定する制御のフローチャート。
【図１１】第５の実施形態における制御のフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に本発明を、車両の無段変速機に潤滑及び冷却のため作動油（作動流体）を供給す
る電動ポンプに適用した実施の形態を説明する。
　図１において、エンジン（内燃機関）１には、トルクコンバータ２及び発進用クラッチ
機構である前後進切換機構３を介して無段変速機４が接続されている。
【００１０】
　前後進切換機構３は、例えば、エンジン出力軸と連結したリングギア、ピニオン及びピ
ニオンキャリア、変速機入力軸と連結したサンギアからなる遊星歯車機構と、変速機ケー
スをピニオンキャリアに固定する後退ブレーキと、変速機入力軸とピニオンキャリアを連
結する前進クラッチと、を含んで構成され、車両の前進と後退とを切換える。これら後退
ブレーキ及び前進クラッチの切換えは、無段変速機４と共通の作動油を用いた油圧による
締結の切換えによって行われる。
【００１１】
　無段変速機４は、プライマリプーリ４１及びセカンダリプーリ４２と、これらプーリ間
に掛けられたＶベルト４３と、を含んで構成され、プライマリプーリ４１の回転は、Ｖベ
ルト４３を介してセカンダリプーリ４２へ伝達され、セカンダリプーリ４２の回転は、駆
動車輪へ伝達されて車両が走行駆動される。
【００１２】
　上記駆動力伝達中、プライマリプーリ４１の可動円錐板及びセカンダリプーリ４２の可
動円錐板を軸方向に移動させてＶベルト４３との接触位置半径を変えることにより、プラ
イマリプーリ４１とセカンダリプーリ４２との間の回転比つまり変速比を変えることがで
きる。
【００１３】
　かかる前後進切換機構３及び無段変速機４を備えた変速機構２０の制御は、以下のよう
に行われる。
　車両の各種信号に基づいて外部装置としてのＣＶＴコントロールユニット５が変速制御
信号を演算し、該変速制御信号を入力した調圧機構６が、エンジン駆動される機械式ポン
プ７からの吐出圧を変速機構２０の各部毎に調圧して、それぞれ供給することにより行わ
れる。
【００１４】
　一方、前記機械式ポンプ７をバイパスする通路に電動ポンプ８が配設される。該電動ポ
ンプ８は、車両の始動時における締結ショックを緩和するため、あるいは、各被潤滑部の
潤滑及び冷却のため、外部装置としてのＣＶＴコントロールユニット（ＣＶＴＣＵ）５か
らの制御信号によって駆動される。
【００１５】
　なお、電動ポンプ８出口の油通路には、必要に応じて通常時の作動油の逆流を防止する
逆止弁９を配設してもよい。また、図示点線で示すように、電動ポンプ８からの吐出圧を
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所定圧以下に制限するため、該所定圧以下で開弁するリリーフ弁１０を設けてもよい。
【００１６】
　図２は、上記電動ポンプの制御ブロック図を示す。
　ＣＶＴＣＵ５は、車両の各種センサからの検出信号（車速、ブレーキ、アクセル、シフ
ト位置、エンジン回転速度、バッテリ電圧、その他）及び油温センサ１１によって計測さ
れる作動油の温度（油温）を入力し、これら信号に基づいて検出された車両運転状態に応
じて、電動ポンプ８の目標回転数を演算し、該目標回転数を指令値として電動ポンプ８に
出力する。
【００１７】
　電動ポンプ８は、ポンプ本体８１と、該ポンプ本体８１を駆動するモータ８２と、該モ
ータ８１を駆動する駆動回路８３とを備えて構成されている。
　駆動回路８３は、モータ回転数（ポンプ回転数）を検出してＣＶＴＣＵ５に送信しつつ
、ＣＶＴＣＵ５からの指令値に基づいて、実回転数を目標回転数に収束させるようにモー
タ８２を駆動する。
【００１８】
　また、ＣＶＴＣＵ５から駆動回路８３には油温情報が送信されないが、駆動回路８３は
、電動ポンプ８の駆動時間に基づいて以下のように、駆動回路８３やモータ８２（駆動回
路等）の耐熱性を満たすためのモータ電流の制限値（電流制限値）を算出する。
【００１９】
　図３は、ポンプ駆動開始時の油温がポンプ駆動領域における下限値で、かつ、駆動後の
連続駆動時間の増大に応じて上昇する油温が下限上昇率で上昇するとき、つまり、時間毎
の油温が下限値であるときの特性を示す。なお、ポンプ作動領域において、油温が上昇す
るほど、作動油の粘性が低下し、電動ポンプ８の駆動抵抗が減少するので必要電流は減少
する。
【００２０】
　連続駆動時間に対して図３から求めた時間毎の油温下限値と、該油温下限値に応じて必
要な電流値が求められる。この必要電流値は上述したように油温が低いほど大きくなるの
で、上限必要電流値として求められる。そして、この時間毎の上限必要電流値を許容しつ
つ、上限必要電流値より過剰な電流の通電を抑制してモータ８２、駆動回路８３等の耐熱
性を満たすための電流制限値が図４に示す特性のように設定され、この特性がメモリに記
憶される。
【００２１】
　そして、本実施形態では、図４の横軸における時間（連続駆動時間）として、モータ駆
動時間の積分値を用いる。該積分値は、図５に示すように、運転状況に応じて電動ポンプ
８が断続的に駆動される場合、停止によってリセットすることなく、駆動時の駆動時間Ｔ
１，Ｔ２，Ｔ３，・・・を順次積分して算出する。即ち、通常は、走行中にポンプ駆動に
よって一度上がった油温は短時間で大きく変化しにくいので、この間の積分値は一定に維
持したまま、駆動中の駆動時間を順次積分することで油温の上昇に応じた値とする。
【００２２】
　図６は、本第１の実施形態において、電流制限値を設定する制御のフローを示す。
　ステップＳ１でポンプが駆動中か否かを判別し、駆動中と判定されたときは、ステップ
Ｓ２で駆動時間Ｔ１，Ｔ２，Ｔ３，・・・を順次積分して積分値を算出する。
【００２３】
　ステップＳ３で算出された駆動時間の積分値に基づいて、図４に示した特性のマップか
ら電流制限値を設定する。
　このようにして駆動時間積分値に基づいて設定された電流制限値によりモータ電流を制
限することにより、ポンプ駆動と停止が繰り返される状況でも駆動時間積分値の増大に伴
い上昇する油温に応じたモータ８２の必要電流が減少し、電流制限値が減少して設定され
る。
【００２４】



(5) JP 5985290 B2 2016.9.6

10

20

30

40

50

　これにより、電動ポンプ８の駆動抵抗が増大するフリクション故障時におけるモータ電
流の増大を電流制限値で制限することができ、駆動回路８３等の耐熱性を確保してポンプ
故障を抑制でき、無駄な電力消費も抑制できる。
【００２５】
　なお、駆動回路８３に内蔵されたタイマを用いて演算できる駆動時間の積分値を用いて
、適正な電流制限値を設定することができるので、例えば、電流制限値設定用の油温検出
値をＣＶＴＣＵ５から駆動回路８３に送信する必要がなく、ＰＷＭ通信等、ＣＶＴＣＵ５
から駆動回路８３への送信情報量に制約があるシステム、あるいは、ＣＡＮ通信等でも送
信情報量を増やしたくないシステムに適用した場合にも有効である。
【００２６】
　上記のように通常は、電動ポンプ８の駆動中に上昇した油温の停止中での低下は無視し
うるが、特に、ハイブリッド車両等では、エンジンが非回転で、かつ、長時間イグニッシ
ョンスイッチがＯＮ状態で放置されるような状況では、油温の低下が考えられる。このよ
うに油温が低下した状態でポンプ駆動が再開され、停止前の駆動時間積分値に基づき上昇
した油温に応じて設定された電流制限値でモータ電流が制限されると、低下した油温に見
合った必要電流を確保することが難しくなる。
【００２７】
　第２の実施形態は、上記の点に対応するもので、駆動停止中に直前の駆動終了時におけ
る駆動時間積分値を、経過時間に応じて低減補正する。
　但し、停止中の積分値を減少させて電流制限値が引き上げられても再駆動後の駆動回路
８３の過剰な発熱は抑制されて耐熱性を確保できるように、駆動回路８３等の放熱特性を
考慮して積分値の低減特性を設定する。例えば、図７（Ｂ）の実線で示すように、駆動Ｏ
ＦＦ時間の１／３の時間を低減する積分値低減率に設定する。
【００２８】
　また、放置状態では油温（及び駆動回路）が一次フィルタ特性で低下するので、この特
性変化に応じて積分値を図７（Ｂ）の一点鎖線で示す特性の積分値低減率で低減させても
よい。
【００２９】
　図８は、第２の実施形態おいて、電流制限値を設定する制御のフローを示す。
　ステップＳ１で電動ポンプ８の停止中と判定されたときは、ステップＳ４へ進んでステ
ップＳ２で算出された駆動時間積分値から上記のように設定された積分値低減率で積分値
を低減する。
【００３０】
　駆動停止後、駆動を再開するときには、停止終了時の積分値を初期値としてステップＳ
２での積分演算が再開される。
　第２の実施形態によれば、駆動停止中に推定される油温低下に伴う必要電流の増大に応
じて駆動回路８３等の耐熱性を確保できる範囲で電流制限値を引き上げることにより、特
に停止時間が長引いた場合でも必要電流を確保してポンプ制御を良好に維持できる。
【００３１】
　また、本実施形態において、駆動停止後の連続停止時間が、油温が十分に低下する所定
時間を経過したときには、駆動時間積分値を０とするようにしてもよい。
　一方、駆動中の駆動時間積分値は、図３で説明したように時間毎の油温が下限値である
ときの特性に対応して上限必要電流値を確保できる電流制限値が得られるように算出され
るが、実油温が下限温度より高温である場合には、必要電流は減少し、これに応じて電流
制限値を低減することが可能である。また、電動ポンプ８の駆動停止中も、クラッチ接続
後に機関駆動される機械式ポンプ７など回転機構の摩擦熱等により作動油が加熱され、油
温が上昇する場合もある。
【００３２】
　第３の実施形態は、上記の点に対応するもので、駆動停止中にＣＶＴＣＵ５から駆動指
令値の代わりに油温情報を駆動回路８３に入力させ、駆動回路８３が油温情報に基づいて
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に基づいて電流制限値を、より適正に設定するものである。
【００３３】
　図９は、第３の実施形態おいて、電流制限値設定する制御のフローを示す。
　ステップＳ１でポンプの駆動が停止されていると判定されたときは、ステップＳ４で駆
動時間積分値から上記のように設定された積分値低減率で積分値を低減した後、ステップ
Ｓ５へ進む。
【００３４】
　ステップＳ５では、ＣＶＴＣＵ５から駆動回路８３へ供給された油温情報に基づいて、
実油温に対応する駆動時間積分値の下限値Ｂを算出する。この下限値Ｂは、図３において
、横軸を駆動時間積分値の下限値Ｂとして算出することができる。
【００３５】
　ステップＳ６では、ステップＳ４で低減した駆動時間積分値（＝Ａ）が、ステップＳ５
で算出した駆動時間積分値の下限値Ｂより小であるかを判定する。
　ステップＳ６でＡ≧Ｂと判定されたときは、ステップＳ４で算出した積分値Ａが選択さ
れ、駆動回路８３等の耐熱性を確保する。
【００３６】
　一方、ステップＳ６で、Ａ＜Ｂと判定されたときは、ステップＳ７にて、駆動時間積分
値として下限値Ｂを選択する。
　図１０は、本第３の実施形態において、油温の図３で示した下限油温状態の挙動時（油
温挙動Ｘ）と、これより高油温状態での挙動時（油温挙動Ｙ）とで、それぞれ駆動時間積
分値の変化を示す。油温挙動Ｙの場合、電動ポンプ８駆動開始からの同一の経過時間に対
する油温が油温挙動Ｘに比較して高く、油温に対応する駆動時間積分値が大きく設定され
ることとなる。
【００３７】
　第３の実施形態によれば、駆動停止中に入力される油温の最新情報に基づき、２回目以
降の駆動開始毎に駆動時間積分値が、駆動回路８３等の耐熱性を確保でき、かつ、実油温
に応じた下限値Ｂ以上に引き上げられて更新される。これにより、電流制限値を必要限度
に減少させることができ、フリクション故障時等に無駄な電流を流すことを極力抑制する
ことができる。
【００３８】
　また、フリクション故障時には、上記下限値Ｂでの電流制限により、モータ回転数の低
下が顕著に現れるため、早期に故障を発見することが可能となる。
　なお、ＰＷＭ通信の場合、ポンプ駆動時と停止時の周波数を異ならせ、周波数によって
駆動／停止を判別させると共に、それぞれの周波数において駆動時は油温に応じた指示回
転数（または指示電流）の情報、停止時は検出された油温情報をデューティ値で供給する
ようにすれば、送信情報量を増やすことなく１個のＰＷＭ通信で対処できる。ＣＡＮ通信
の場合でも送信情報量を増やしたくない場合は、駆動停止時に指示電流から油温情報の伝
達に切り換えれば済むため、有効である。
【００３９】
　また、本第３の実施形態でのステップＳ４における低減演算を行わず、ステップＳ２で
算出した電動ポンプ８の駆動終了時の駆動時間積分値Ａ’と、ステップＳ５で実油温に応
じた下限値Ｂとの大きい方を選択する構成の実施形態（第４の実施形態）としてもよい。
【００４０】
　なお、通常は、下限油温状態に応じて設定された駆動時間積分値Ａ及びこれより低減さ
れた駆動時間積分値Ａ'に対し、実油温に対応して設定された下限値Ｂの方が大きくなる
ので、下限値Ｂを駆動再開時の駆動時間積分値（初期値）として設定してもよいが、駆動
時間積分値をＡまたはＡ'と比較して大きい方を選択する方式により油温センサ１１の異
常等によって下限値Ｂの方が低下した場合でも、駆動時間積分値をＡまたはＡ'が選択さ
れるので、駆動回路８３等の耐熱性を確保できる。
【００４１】
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　また、以上示した第１～第４の実施形態において、電動ポンプ８駆動中の駆動時間を、
駆動中のモータ電流が大きいほど大きい重み付けを与える補正を行って積分するようにし
てもよい。駆動回路８３等の温度はモータ電流に応じて上昇するため、上記補正によって
駆動回路８３等の推定温度を実際の温度に近づけることができるため、該推定温度に応じ
て電流制限値がより小さく設定され、消費電力を節減できる。電流センサを有しない場合
、あるいはモータ電流検出値を駆動回路側に入力できない場合は、上記の油温に応じた目
標回転数のデューティ値に基づいて補正してもよい。
【００４２】
　以上示した実施形態のように、電動ポンプ８の駆動時間を積分する場合、イグニッショ
ンスイッチをＯＦＦにした後は、駆動時間の積分値をリセットするが、イグニッションス
イッチをＯＦＦ後に短時間でＯＮして発進する場合は、ＯＦＦ操作直後に積分値がリセッ
トされると、電流制限値が大きすぎて実質的に電流制限を行うことができない。
【００４３】
　図１１は、上記の点に対応して、ＣＶＴＣＵ５にセルフシャット機能を持たせ、あるい
は予めセルフシャット機能を有するものに適用した第５の実施形態にける制御のフローを
示す。
【００４４】
　ステップＳ１１では、エンジンのイグニッションスイッチがＯＦＦされたかを判定する
。
　イグニッションスイッチがＯＦＦされたと判定されたときは、ステップＳ１２へ進み、
所定時間が経過したかを判定する。この所定時間は、駆動回路８３等の温度が、駆動時間
積分値をリセットすべき温度まで低下しうる時間に設定される。
【００４５】
　所定時間を経過したと判定されたときに、ステップＳ１３へ進んで、ＣＶＴＣＵ５をセ
ルフシャット処理し、これにより、駆動時間積分値がリセットされる。
　本第４の実施形態によれば、イグニッションスイッチがＯＦＦされた後、短時間で油温
が十分に下がりきらない状況で、イグニッションスイッチをＯＮ操作した場合には、セル
フシャット処理が作動しない。
【００４６】
　これにより、ＯＮ操作前の駆動時間積分値の記憶が維持され、該記憶された積分値を初
期値として積分が再開されるので、油温に見合った積分値を算出することができ、電流を
適切に制限することができる。
【００４７】
　以上の実施形態は、変速機油圧生成用の電動ポンプの制御装置に適用したものを示した
が、ハイブリッド車の走行用モータもしくはインバータの冷却用等に用いられる電動ポン
プの制御装置等にも同様にして適用することができ、同様の効果を得られる。
【符号の説明】
【００４８】
　１…エンジン、５…ＣＶＴコントロールユニット、８…電動ポンプ、１１…油温センサ
、２０…変速機構、８２…モータ、８３…駆動回路
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